
長野市監査委員告示第14号 

 

地方自治法第252条の38第６項の規定に基づき、長野市教育委員長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表しま

す。 

平成26年６月27日 

長野市監査委員    鈴 木 栄 一 

同           轟   光 昌 

同      小 林 義 直 

同           小 林 治 晴 

 



措置の通知書 

 

平成 25 年度  包括外部監査 分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

 

南長野運動公園野球場フェンス広告掲載料

について      （報告書 222 ページ） 

 

【意見】 

ア  可能な限り当該法人の実態調査を実施さ

れたい。 

  

広告代理店は、平成 22 年から 23 年におい

て事実上の営業を停止していると思われる。

その後、代表者の死亡等により法人自体の実

態がないと判断したようであるが、反面、登

記簿上では会社は存続しているとの考えも

捨てきれていない。 

 登記簿を確認したところ、監査役の定めが

あり、監査役の権限は会計監査に限定されて

いないことから、業務監査も監査役の責任の

範囲に含まれていることになる。従って、監

査役に就いている人の特定をし、その監査役

と接見することで、債権額の存在確認及び誓

約書等の取り付けを検討されたい。 

 

（体育課） 

 

 

 

 

 

 

 当該法人の実態調査については、平成 26 年２月

７日に長野地方法務局へ登記簿附属書類の閲覧請

求を行ったところ、閲覧を許可されなかったため

監査役の特定には至らなかった。 

 今後、当該法人の実態調査及び、監査役の特定

について調査を継続する。 

（体育課） 

 



措置の通知書 

 

平成 25 年度  包括外部監査 分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

 

南長野運動公園野球場フェンス広告掲載料

について      （報告書 222 ページ） 

 

【意見】 

イ  要領等の改定について検討されたい。 

  

本案件の反省を踏まえて、体育課では今後

未収金の発生防止のため、掲載料金の一括前

払いにより掲載を許可することに方針変更

をした。この決定に伴い、今後は未収金が発

生する可能性はかなり低くなると思われる。 

 長野市が掲載しているホームページにお

いて、「南長野運動公園野球場（長野オリン

ピックスタジアム）及び長野運動公園県営野

球場の外野フェンスへの有料広告掲載につ

いて」として公開されている。そのホームペ

ージでは、趣旨、掲載期間、掲載基準、共通

事項、南長野運動公園野球場（長野オリンピ

ックスタジアム）、長野運動公園県営野球場、

の順番で基本的事項を掲載している。特に南

長野運動公園野球場の項目には、「南長野運

動公園野球場広告掲載実施要領」が掲載され

ており、その要領においては、広告掲載料金

についての定めが見当たらない。この要領を

ホームページにおいて公開している以上は、

掲載料金の支払い方法等について要領の中

に明記することが望ましいと思われる。ま

た、この要領は平成 18 年当時のまま改定さ

れていないので、要領の改定について検討さ

れたい。 

 

（体育課） 

 

 

 

 

 

 

要領等の改定については、当該要領は平成 18年

２月１日施行以降改定を行っていなかったが、掲

載料金未収の再発防止のため、南長野運動公園総

合運動場広告掲載実施要領及び長野県営野球場広

告掲載実施要領を改定（平成 26 年３月 19 日）し、

掲載料金の支払い方法等を明記することで改善を

図った。 

（体育課） 

 



措置の通知書 

 

平成 25 年度 包括外部監査 分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

 

学校給食費（旧豊野町学校給食費）について 

（報告書 278 ページ） 

 

【意見】 

ア 未納の状況に応じた債権管理を実施さ

れたい。 

 

学校給食費の３世帯については、転居先不明

等となっており、債権の回収の可能性が極めて

低いと考えられる。訪問により転居先不明等の

現況を確認した後も、文書により督促通知を送

っているが、返送されないため転居先に転送さ

れているものと考えられる。今後督促通知を続

けても法的に時効の中断にはならないため、督

促通知の効果は低いと考えられる。従って徴収

停止の手続きにより債権管理をすることを検

討されたい。 

１件については、口頭で支払う旨の回答を得

ている。既に時効期間は過ぎているが、時効の

援用はされていないので債務の確認及び分納

の誓約書等により時効の中断及び回収を検討

されたい。 

 

（保健給食課） 

 

 

【意見】 

イ 債権マニュアルを整備されたい。 

 

長野市では私会計として処理されており、旧

豊野町の学校給食費のような債権の発生を予

定していない。しかしながら、全ての債権（強

制徴収債権、非強制徴収債権、私債権）を網羅

する債権マニュアル等が整備されていないた

め、担当部所で判断し債権回収を行っている。

長野市財務規則等で債権の管理方法は定めら

れているが、長野市財務規則で定められた滞納

整理簿兼滞納繰越簿、督促状、履行延期申請書、

債権管理簿は利用されていない。 

担当者も数年で交代するので、担当者が債権

管理を分かりやすく理解できる債権管理マニ

ュアルの整備を検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

旧豊野町学校給食費の未納の状況に応じた債

権管理の実施については、地方自治法施行令及び

長野市財務規則により債権管理を図る。 

（保健給食課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧豊野町学校給食費の債権マニュアルの整備に

ついては、旧豊野町学校給食費に限定されるため、

長野市財務規則により書類等の整備を行った。 

（保健給食課） 

 


